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「医療機関勤務環境評価センター」の受審対応に
向けて知っておくべきこと
−「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関する
ガイドライン（評価項目と評価基準）」の解説−

（はじめに）
　2021年 5 月28日に公布された「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医
療法等の一部を改正する法律」において、医療法が改正され「長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康
確保のための措置の整備等」が進められることになった。具体的には、2024年 4 月 1 日に向け、医師に対
して時間外労働の上限規制が適用されるとともに、年間の時間外労働時間の違い等により、医師労働時間
短縮計画の作成や追加的健康確保措置（面接指導・連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等）の実
施が当該医療機関には求められる。
　従前、医師の勤務・業務に関して「労働」というくくりの中で定義すべきものではないという意見もあっ
たが、使用者の指揮命令の下で働き、かつ「賃金」が支払われている医師（勤務医）が労働者であること
に異論の余地はない状況に今はなっている。そのような社会的背景のもと、先の法律が公布されてから1
年半が過ぎ、ステークホルダーである病院の勤務医や当該医療機関で労務管理等を担う事務職員が本制度
を知らないということは許されない状況になっている。
　本稿では、2024年 4 月以降、日々の労働時間が法定労働時間（1日8時間、週40時間以内）を超え36協定
の締結が必要とされる医療機関の関係者が知っておくべき「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価
に関するガイドライン（評価項目と評価基準）」についてその概要を説明する。

（時間外労働の状況等による勤務医の類型化とそこで求められるもの）
　前述したように、労働時間が法定労働時間を超える場合、一般則での時間外労働（休日労働を含まない）
は月45時間以下・年360時間以下とされるが、医師の場合はその業務の特殊性から、年間の時間外労働が
960時間以下である医師を「A水準」、960時間を超え1860時間以下の医師を「B水準」または「C水準」と
類型化し、2024年 4 月以降は年間1860時間を超える時間外労働を法的に認めないとすることで現在準備が
進められている。なお、B水準（地域医療確保暫定特例水準）は、地域で救急医療などの機能を担う病院
で働き自施設の年間時間外労働が960時間を超える（1860時間以下の）医師を抱える医療機関（通常のB
水準）と、大学病院などからの派遣等を通じて通算の年間時間外労働が960時間を超える（1860時間以下）
医師を抱える医療機関（連携B水準）とに分けられる。また、C水準（集中的技能向上水準）は、臨床研
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修医や専攻医などが既定の研修プログラムにおいて年間の時間外労働が960時間を超える（1860時間以下）
医療機関（C-1水準）と、高度専門病院や「極めて高度な技術を持つ一般病院」などで同様に年間の時間
外労働が960時間を超える（1860時間以下）医療機関（C-2水準）とに分けられる。
　各水準で求められる月単位での時間外労働時間規制や追加的健康確保措置（面接指導・連続勤務時間制
限・勤務間インターバル規制等）については、図1を参照されたい。

図1　医師の時間外労働等の違いによる各水準とそこで求められるもの

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000529077.pdf

（「医療機関勤務環境評価センター」の位置づけと役割）
　2024年 4 月の時点で年間の時間外労働が960時間を超える（同時に1860時間以下である）医師を抱える
ことが想定される医療機関（特定労務管理対象機関）は、先に述べた36協定の締結ならびに所轄労働基準
監督署長への届出を行う必要があるが、その前に「医療機関勤務環境評価センター」による（訪問または
書面での）審査を受ける必要があり、そこで認定評価されたのちに都道府県へ「指定申請」を行い、医療
審議会等での意見聴取のもと「指定通知書」を受け取るという流れになる（C-1・C-2水準では、別途厚
生労働大臣［審査組織］の確認を必要とする）。なお、この指定申請・指定通知の運用には、医療機関等
情報支援システム（G-MIS：Gathering Medical Information System）を使用するとことが予定されている。
また、特定労務管理対象機関指定通知書の有効期間は 3 年間であり、継続指定を受けるためには 3 年ごと
の受審・申請手続きが必要となる。
　医療機関勤務環境評価センター（https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center）は
日本医師会の中に組織付けられ、日本医師会長が任命する医師と社会保険労務士からなるサーベイヤーが
書面または訪問審査を通じて評価判定を行うことになる（初年度に関しては書面審査のみが予定されてい
る）。ちなみに、2022年 6 月時点で、全国には医師のサーベイヤーが203名（都道府県医師会推薦177名、
全国医学部長病院長会議［AJMC］推薦26名）、社会保険労務士会推薦のサーベイヤーが172名いる。なお、
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当然のことであるが、当該業務を担う各サーベイヤーは今回の制度や労務管理の手法等について必ずしも
詳細な知識を有していないことから、2022年 4 月以降、e-learningによる講義を継続的に受けることで、「医
療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項目と評価基準）［以下、ガイド
ライン］」に沿った審査と評価ができるように努めている。次項では、このガイドラインの解説集（図2）
を基に、2022年 9 月時点での評価基準の概要等について解説したい。

図2　医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
　　　（評価項目と評価基準）解説集．公益社団法人 日本医師会．令和4年 9月発行

（「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン」の概要等）
　医療機関勤務環境評価センター（医師・労務管理サーベイヤー）による審査と評価は、先のガイドライ
ンに沿った基準・手順で実施される。実際の評価項目は「医師の労働時間短縮に向けた労務管理体制の構
築（ストラクチャー）」48項目と、「医師の労働時間短縮に向けた取組（プロセス）」30項目、「労務管理体
制の構築と労働時間短縮の取組の実施後の評価（アウトカム）」10項目で構成されている。なお、それら
88項目のうち労働関係法令及び医療法に規定された要件等（必須項目）が28項目（ストラクチャー24項目、
アウトカム 4 項目）あり、審査時にそれらの要件を満たしていないと認定留保になる可能性もあるので注
意が必要である。ただし、初年度の審査では、当該医療機関において実績等を示すことができないものも
多いので、新規評価項目とされる76項目（ストラクチャー41項目［必須項目18］、プロセス29項目、アウ
トカム 6 項目）が実際の評価対象となる。そのような意味では、表1に示す必須項目（18項目）は落とせ
ない（外せない）ものとなる。
［医師の労働時間短縮に向けた労務管理体制の構築（ストラクチャー）］
　基本的な労務管理体制として、労務管理に関する責任者（労務管理責任者）と事務の統括部署を明確に
定め、組織図や部署の運営要綱等で説明できることが大切である。また、医師の労働時間が把握されてい
る前提のもと、自己研鑽の労働時間該当性や追加的健康確保措置を整備するための「勤務間インターバル」

「代償休息」に関するルールが定められている必要がある。特に、勤務間インターバルと代償休息に関す
るルールの策定は必須要件（必須項目）とされ、医療機関内での周知方法を含め、明文化された資料の提
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出が求められる。また、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議が設置されている必要があ
る。
　人事・労務管理の領域では、労働基準法で定められていることは当然のように必須項目となっており、
就業規則と賃金既定の作成・定期的な見直し・周知の仕組み（医師がいつでも確認できること）は重視さ
れている。また、常勤・非常勤医師に対して、雇用契約を医師個人と締結し雇用契約書・労働条件通知書
等を書面で交付することや、入職時に就業規則や賃金規程、労働時間の管理方法について医師本人へ周知
していることも必須要件となる。そのほか、宿日直の有無による労働時間の取扱いを区別して管理してい
ること、実態に即した時間外・休日労働時間数を36協定で締結し届出していることも必須要件となる。当
然のことであるが、36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切なプロセスのもと選出されていること
は必須であり、このあたりは労働基準法や労働安全衛生法などで本来義務付けられている事項でもある。
　特定労務管理対象機関での「医師労働時間短縮計画」の作成対応については、2024年度以降を想定しな
がら、医師を含む関係者が参加する合議体で議論されていることが必須であり、それらの内容は対象とな
る医師への説明とともに院内掲示等による全職員への周知が求められる。また、新規の受審では評価対象
外となるが、実際に計画が動き出してからは、自己評価とともに労働時間の目標や取組内容の見直しが行
われていることも必須要件となる。なお、労働時間短縮計画の作成にあたっては、労働時間が適切に把握・
管理されていることが大原則であり、労働（滞在）時間を把握する仕組の確立は必須項目となっている。
ただし、本ガイドライン（解説集）には「医師の出退勤時間を把握する資料が確認できれば〇」という記
述もあり、自己申告による（正確な）記録も許容しているという印象を受ける。そのほか、医療機関での
滞在時間のうち労働ではない時間（主に自己研鑽）を把握する仕組みがあることや、副業・兼業先の労働
時間の実績を（少なくとも）月 1 回は申告等に基づき把握する仕組みがあること（必須項目）、副業・兼
業先の労働時間を通算して時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保の実施状況を管理してい
ること（必須項目だが、新規の受審では評価対象外）が求められている。併せて、（断続的な）宿日直許
可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合の事後的な休息付与への配慮や、
勤務間インターバルを確保できず代償休息の付与が必要となった医師及びその時間数を（少なくとも）月
1 回把握する仕組みなども必須項目となっている。特に、後者については新規受審病院にも対応が求めら
れている。さらに、一連の労働時間の把握に関して、（少なくとも）月に 2 回、各診療部門の長または勤
務計画管理者が把握するとともに、（少なくとも）月に 1 回は当該医師へのフィードバックと管理者・労
務管理責任者・事務統括部署が把握できる仕組みも求められている。
　医師の面接指導及び就業上の措置に関しては、医療法だけでなく労働安全衛生法での視点でも適切な対
応配慮が求められる。具体的には、労働安全衛生法に則って産業医が選任されていること、ならびに医師
に対する面接指導の実施体制（直接の上司が面接指導実施医師とならないような体制を含む）が整備され
ていることが必須項目にあがっている。また、面接指導の実施には、産業医・面接指導実施医師のみでな
く、他職種がサポートできる体制も望まれる。なお、月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指
導対象医師を月単位で把握する仕組みがあることや、その面接指導の案内や連絡等が確実に面接指導対象
医師に行われる体制があることも必須要件（後者は、面接指導実施医師への情報提供と面接指導後の結果
報告・就業措置判定とともに、新規受審では評価対象外）となる。ただし、月の時間外・休日労働が155
時間を超えた場合の措置の実施体制は求められ、特に該当する医師について月単位で把握する仕組みの確
立は新規受審でも必須項目となっている。
　衛生委員会については法令で定められた頻度・内容で開催されていることが必須要件となっており、医
師に対する健康診断の実施率が原則100％であることなども必須項目になっている（BC水準適用医師に関
しては、健康診断の結果による追加検査や受診勧奨を含むフォローが適切になされる体制が求められてい
る）。
［医師の労働時間短縮に向けた取組（プロセス）］
　医師の労働時間短縮に向けた取組の実施について、必須項目ではないものの「医師の適切な勤務計画の
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作成」という記述（表記）が気になる。ここに記載されている「勤務計画」がどのようなものなのかは不
明であるが、病棟看護師の「勤務シフト表」のようなものであれば、その実施対応は案外困難なものと考
える。本解説集には、勤務計画が対象月の前月末までに完成しており、「時間外・休日労働時間数」「宿日
直の時間」「法定休日の確保」「勤務間インターバルの確保」「副業・兼業先の勤務時間」「代償休息の付
与」のチェック基準を網羅する内容のものであることや、作成された勤務計画を事務の統括部署がダブル
チェックしていることなどが要件として記されている。実際の審査時には、直近 3 ヶ月分の勤務計画の資
料提供が求められることを考えると、一連の作業対応をどのようにしていくべきか今後の検討が望まれる。
　医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施に関して、少なくとも年に 1 回は病院長を含む医療機関
内の管理職層が人事・労務管理に関する外部のマネジメント研修を受講するか、外部から有識者を招聘し
た研修会の開催が求められている。併せて、各診療部門の長又は勤務計画管理者に人事・労務管理の各種
規程や勤務計画作成・管理に関する研修を少なくとも年 1 回は実施すること、個々の医師に対して勤怠管
理や当人が実施すべき内容（始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の労働時間の申告、時間外労働の自己
研鑽分のルール確認等）について少なくとも年に 1 回は周知することが求められている。なお、BC水準
適用医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容（始業・退勤時刻の申告、健康管理の重要性や面
接指導の受診、勤務間インターバルの確保等）に関する研修を少なくとも年に 1 回は実施する必要がある。
　タスク・シフト／シェアの実施は、ずいぶん前から推奨されていた事項でもあるが、ガイドラインの中
では、医師以外の職種へのタスク・シフト／シェア業務が適切に推進されるための院内ルールが定められ、
多職種からなる役割分担を推進するための委員会又は会議での検討がなされていること、特定行為研修修
了者の活用等によるタスク・シフト／シェアを少なくとも一つは実施していることを求めている。ちなみ
に、タスク・シフト／シェアに関しては、厚労省の「タスク・シフト／シェア推進に関する検討会」で議
論・整理された事項（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000720006.pdf）を参考にされたい。また、
タスク・シフト／シェアの実施にあたっては、関係職種への説明会や研修の開催が望まれており、院内掲
示等により患者への説明がなされている必要もある。
　医師の業務見直しについては、現状でも交替勤務制や変形労働制、複数主治医制・チーム制の検討・導
入などが行われているかと考えるが、医療機関全体において、労働時間短縮のための取組を、夜間帯の勤
務体制について少なくとも一つは実施していること、休日の勤務体制についても（少なくとも一つは）実
施していることが求めらる。併せて、会議やカンファレンスの効率化・合理化、勤務時間内の実施等、時
間外労働の削減のための取組を少なくとも一つは実施することが望まれている。
　医師の勤務環境改善への取組の実施では、医師の短時間勤務等への対応配慮や、子育て・介護の支援環
境の整備、女性医師就労支援事業・復職支援事業への取組実施（または相談窓口の設置）、ICTの活用検
討などを求めている。そのほか、副業・兼業を行う医師について、副業・兼業先への医師の休息時間確保
に関わる協力依頼も期待されている。さらに、（C-1水準となる）臨床研修医・専攻医に対しては研修の
効率化に向けた取組が少なくとも一つは実施されていることが期待され、C-2水準を適用する医師がいる
場合には、技能研修計画の内容と実際の業務内容・勤務実態が乖離することがないように相談体制を確保
することが求められている。
　患者・地域への周知・理解促進への取組の実施においては、医療機関の取組の中で患者に理解を求める
必要がある内容（診療時間外の病状説明の原則廃止、外来診療科の制限や時間短縮など）について掲示や
ホームページ等での周知が図られていることや、近隣の医療機関との連携・各種協働が行われていること
が望まれている。
［労務管理体制の構築と労働時間短縮の取組の実施後の評価（アウトカム）］
　労務管理の体制の構築と労働時間短縮に向けた取組実施後の結果については、新規申請の段階で実績等
が出ているものはあまりないと考えるが、Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師の年間平均時間外・休
日労働時間数や年間最長時間外・休日労働時間数、年間の時間外・休日労働が960時間超1860時間以下（お
よび1860時間超）の医師の人数・割合・属性などが評価対象となる。なお、勤務間インターバル確保の履
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行状況や代償休息の付与状況、面接指導対象医師に対する面接指導の実施状況、月の時間外・休日労働が
155時間を超えた医師に対する措置の実施状況については、新規受審では評価対象外であるものの必須項
目として位置づけられている。
　そのほか、職員満足度調査などを活用して、Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師からの意見聴取・
情報収集を行うことが期待されている。併せて、年に 1 回は患者満足度調査を行い、医療の質低下や医療
機関が課題と捉える内容について情報収集が図られている必要がある。

表1　初回審査での必須18項目

（さいごに）
　2024年 4 月から始まる医師の時間外労働規制に向けて、多くの医療関係者がその対応に日々追われてい
るかと思われる。現状として、医師労働時間短縮計画の作成方法や（断続的な）宿日直許可の申請書等に
その関心が偏っているが、年間の時間外労働が960時間を超える（1860時間以下）医師を抱える医療機関は、
医療機関勤務環境評価センターによる評価・認定のための受審を必要とする。新型コロナウイルス感染症
への対応等もあり、行政や各種関連団体による作業等は遅れていたが、2022年10月31日から同受審に向け
た申請受付がいよいよ始まった。そのような状況下、一連の審査・評価の基準となる「医療機関の医師の
労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン」の解説書が2022年 9 月に発刊されたことは、医療関係
者にとって朗報ではないかと考える。
　本稿では、その内容について概要説明を行うとともに、表 1 にある18項目（必須項目）の重要性を強調
したつもりである。なお、先の解説書の内容事項は初版（2022年 9 月）をもとに記述したが、今後、実際
の審査が行われるまでに評価基準等の変更が若干あるものと考える。最新の情報に関しては、本文の中に
記載した医療機関勤務環境評価センターのウェブサイトを参考にされたい。
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